
鶴田町公式キャラクター「つるたん」 

デザインマニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鶴田町 



◇はじめに 

このマニュアルは、鶴田町公式キャラクター「つるたん」を正しく使用していただき、キャラクター

のイメージの統一を図るために、表現方法などの基本的なルールをまとめたものです。「つるたん」

が町民の皆様をはじめ多くの方々に親しまれ、愛されるよう、様々なものに積極的に活用してい

ただきますようお願いいたします。 

 

◇「つるたん」の使用について 

（１）「つるたん」に関する著作権は鶴田町に帰属します。町以外の団体等が「つるたん」を使用する

場合は、「鶴田町公式キャラクターの使用に関する要綱」に基づいて許諾申請を行い、必ず事前に

町の許可を得てください。 

（２）「つるたん」の使用は、このデザインマニュアルに従って正しく使用してください。町の許可を

得ずに「つるたん」の一部を使用したり、変形したりするなど、以下のような使用をすることはでき

ません。 

×変形させること 

×傾けること 

×色を変えること 

×他のキャラクターと並べること 

×絵柄の上に他の絵柄を重ねること 

×無断でデザインを改変すること 

（３）「つるたん」の表示色は、このデザインマニュアルで示した指定色、又は単色とします。 

（４）使用に当たっては、鶴田町公式キャラクター「つるたん」と付記してください。（スペースがない

場合は、鶴田町「つるたん」又は「つるたん」でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴田町公式キャラクター「つるたん」デザインマニュアル 

（令和 6年 1月 29日制定） 

（令和 6年 5月 28日改定） 

 

 

 

【お問い合わせ】 

鶴田町役場 企画交流課 

〒０３８－３５９５ 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬 200番地 1 

TEL：0173-22-2111 FAX：０１７３-２２-６００７ 


